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Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ-１　理念・基本方針

自己評価 第三者評価

1 ① a a

Ⅰ-２　経営状況の把握

自己評価 第三者評価

2 ① a a

3 ② a a

Ⅰ-３　事業計画の策定

自己評価 第三者評価

4 ① a a

5 ② a a

障害者・児福祉サービス版評価報告書②
【共通評価基準】

Ⅰ-２-(１)　経営環境の変化等に適切に対応している。

事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されて
いる。

施設は地域や利用者のニーズに関する情報を収集するため、定期的な研修会への参加や福祉新聞の購読
など、障害者計画策定を含めて、区と綿密に協議しニーズの把握と分析をおこなっています。さらに、
区の基礎調査を定期的に実施することで多角的に情報を把握し、分析を実施しています。経営状況につ
いては、毎月の利用状況をまとめ、区と理事長に現状と分析内容を報告しています。

経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている。

施設は経営課題に取り組むため、4半期ごとにおこなう理事会や毎月の理事長報告会、そして区との協
議、主任会などで現状を報告し、課題を明確にしています。また、決算書を含めた事業報告書の作成に
おいては、職員との協議を経て、経営状況の解決や改善に向けて着実に取り組んでいます。

Ⅰ-３-(１)　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。

施設は中・長期計画として、令和3年度から10年間にわたり実現すべき目標を定め、「精神障害者福祉
業務の効率的かつ効果的な推進に向けて」「財務報告等の信頼性の確保」「業務に関わる法令等の遵
守」「資産の保全」を計画しています。進捗状況や優先度、法規・制度改正、運用実績、監査指摘など
を考慮し、区との協議を通じて、随時計画を策定および見直しをおこなっています。

中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。

施設では、中・長期の計画にもとづいて、1年ごとの事業進捗を考慮した収支予算や事業計画を策定
し、それらの実施・統制について区と協議を重ねながら進めています。この計画には、組織の運営や外
部との連携、苦情解決、安全対策・危機管理の基本方針、虐待の防止、情報管理・個人情報保護などが
含まれており、年間の事業予定も織り交ぜながら具体的な計画が立てられています。

Ⅰ-１-(１)　理念、基本方針が確立・周知されている。

理念、基本方針が明文化され周知が図られている。

法人の理念として、「私たちは、障がいの有無に関係なく、心豊かな生活を送れる地域社会の実現を目
指しています」と掲げています。職員に対しては、事業計画書作成時や毎週の主任会などを通じて、理
念や基本方針を確認し、周知しています。また、区民や利用者に対しては、パンフレットやホームペー
ジ、毎月の月間予定表、利用者プログラムの「みんなで話そう」などを通じて情報を発信し、理解と周
知の促進を図っています。
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障害者・児福祉サービス版評価報告書②
【共通評価基準】

自己評価 第三者評価

6 ① a a

7 ② a a

Ⅰ-４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

自己評価 第三者評価

8 ① a a

9 ② a a

Ⅰ-３-(２)　事業計画が適切に策定されている。

事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行
われ、職員が理解している。

各年度の事業計画はボトムアップ方式で策定されており、各担当者の意見を主任がまとめ、最終的に施
設長が全体構成する形で事業計画が策定しています。これにより、各職員は自らが見直しや発案に携
わった計画書に関する認識を深め、組織全体で計画書の理解を促進する取り組みがあります。

事業計画は、利用者等に周知され、理解を促している。

各年度の事業計画は、毎年開催する地域情報の連絡会（運営協議会）において、地域町会役員、利用者
代表、家族会代表とともに事業計画・事業報告を配付し説明しています。また各種質疑を経て利用者等
がより理解しやすいような工夫をおこなっています。

Ⅰ-４-(１)　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

福祉サービスの質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能
している。

利用者個々に対する福祉サービスに関しては、毎日朝と昼の２回の職員ミーティングで情報を共有し、
様々な意見を集約しています。また、必要に応じて計画を見直し、臨機応変に対応しています。さら
に、毎日ケーススタディを実施し、対応計画の策定から実施、チェック、統制までをPDCAサイクルで徹
底し、福祉サービスの質向上に組織全体で取り組んでいます。

評価結果にもとづき組織として取組むべき課題を明確にし、計
画的な改善策を実施している。

施設では、組織として取り組むべき課題を明確にし、職員間で毎日ケーススタディをおこなっていま
す。その中で、課題や分析をおこない、それにもとづいて計画を見直し、評価にもとづいた改善を計画
的に実施しています。
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障害者・児福祉サービス版評価報告書②
【共通評価基準】

Ⅱ　組織の運営管理

Ⅱ-１　管理者の責任とリーダーシップ

自己評価 第三者評価

10 ① a a

11 ② a a

自己評価 第三者評価

12 ① a a

13 ② a a

Ⅱ-２　福祉人材の確保・育成

自己評価 第三者評価

14 ① a a

15 ② a a

経営の改善や業務の実効性向上に向け、毎月の理事長報告会や区との協議、主任会などで現状を報告
し、課題を明確にしています。管理者自らが積極的に法令改正や行政通知、社会情勢の変化に関する情
報提供や説明会を実施しています。また、福祉サービスの質の向上に向けた情報提供、指導・相談をお
こない、経営の改善や業務の実効性を高める取り組みに対して指導力を発揮しています。

Ⅱ-２-(１)　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立
し、取組が実施されている。

施設では、必要な福祉人材の確保と定着を図るための具体的な計画が確立されており、それにもとづい
た取り組みを実施しています。人事構成は職員、主任、施設長の３段階に分かれており、各職位への着
任は在職期間やサービス管理者の経験などを公正に評価して決定しています。このステップアップ方式
により、職員のモチベーション向上と定着に寄与しています。

総合的な人事管理が行われている。

施設では、職員に自己申告用紙と方針を配布し、来年度の運営方針を周知しています。職員は自己申告
用紙で自身の目標を設定し、主任と面談します。その後、管理者との第二面談を経て、個々の意向や方
針を新年度の運営に反映しています。この仕組みにより、自ら将来の姿を描くことができるような総合
的な仕組みづくりを構築しています。

Ⅱ-１-(１)　管理者の責任が明確にされている。

管理者は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図っ
ている。

管理者は福祉施設の経営・管理に関する方針と取り組みを毎年度末に実施する「個別面接」で従事職務
に対する要望、課題、利点を聴き、必要な対策に即座に対応しています。また、職務分担表や目標管理
シートを配布し、目標設定や成果を個人面接で活用しています。これらの取り組みを通じて、管理者は
自らの役割と責任を職員に対して明確にし、理解を深めています。

遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。

法令の遵守や改正に関して、毎週の主任会で情報提供し、職員全体に周知・理解を徹底しています。ま
たセルフチェックリストの活用や、定期的に開催する研修に多くの職員が参加できるよう複数回に分け
て研修に参加できるよう工夫しています。研修資料はファイルに整理し、全体で共有できるようにして
います。

Ⅱ-１-(２)　管理者のリーダーシップが発揮されている。

福祉サービスの質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を発
揮している。

施設に勤務する職員は、施設が精神障害者福祉における区内の中核事業所であるという認識を持ち、そ
の意識のもとで勤務しています。また、管理者は法令改正や行政通知、社会情勢の変化などに関する情
報提供や説明会の実施など、福祉サービスの質を向上させるためにさまざまな指導・相談をおこなって
います。

経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を発揮してい
る。
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障害者・児福祉サービス版評価報告書②
【共通評価基準】

自己評価 第三者評価

16 ① a a

自己評価 第三者評価

17 ① a a

18 ② a a

19 ③ a a

自己評価 第三者評価

20 ① b a

施設では、福祉関連学科の大学生や看護大学の学生研修など、実習生を積極的に受け入れ、将来の福祉
人材の養成に努めています。また、福祉サービスに関わる専門職の教育・育成に注力し、対象者には指
導者向けの研修も受講しています。実習指導などに関するマニュアルも整備し、専門職の研修・育成に
積極的に取り組んでいます。

Ⅱ-２-(３)　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。

施設では、職員一人ひとりの育成を重視し、具体的な取り組みを実施しています。新年度の運営に向け
て、各職員は自己申告用紙を活用し、個々の目標設定をおこないます。これにもとづき、主任との面
談、管理者との第二面談を実施し、個人の意向や方針が新しい年度の運営に反映しています。また、受
講した研修については研修会・講習会報告書を通じて周知され、学びを共有しています。

職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・
研修が実施されている。

施設では、社会福祉事業は人が人に対してサービスを提供する対人援助事業であるという認識を人材育
成の基本におき、職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定しています。また各職員の育成に関
して、将来の管理監督者、事業主任、サービス管理者になるためのサポートとして、就労援助や研修な
どの育成計画を策定しています。これにより、各職員が将来に向けての目標を持てるよう支援していま
す。

職員一人ひとりの研修の機会が確保されている。

資格取得や知識・スキルの向上のための職務研修では、研修の選択や許可など、職員に最大限の研修の
機会が確保できるよう支援しています。また、自己研鑽や一般的な研修においても、就労時間の調整な
ど、職員一人ひとりが、教育・研修の場に参加できるよう配慮しています。

Ⅱ-２-(４)　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の
　　　　　　研修・育成が適切に行われている。

実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成について
体制を整備し、積極的な取組をしている。

Ⅱ-２-(２)　職員の就業状況に配慮がなされている。

職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取組
んでいる。

施設では職場異動や配置に関して、毎年度末の面接で職員の希望や要望を丁寧に聴き、意向を把握して
います。また日常的な職員相談を重視し、私生活に考慮した人事配置、担当業務を決定しています。職
場づくりにおいては、管理者や主任が随時実施する個人面談・ミーティングなどを通して過重労働に
なっていないか常に確認し、働きやすい環境を整えるよう心がけています。
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障害者・児福祉サービス版評価報告書②
【共通評価基準】

Ⅱ-３　運営の透明性の確保

自己評価 第三者評価

21 ① a a

22 ② a a

Ⅱ-４　地域との交流、地域貢献

自己評価 第三者評価

23 ① a a

24 ② a a

自己評価 第三者評価

25 ① a a

ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確
立している。

施設では、ボランティアの受け入れに関する基本姿勢を明確にし体制を整えています。家族、学生、一
般のボランティアの受け入れに関する規程を設け、これにもとづいた実施または準備を実施していま
す。さらに、災害等が発生した際にもボランティアを受け入れるための規程を整備しています。また、
港社協が実施しているボランティアの募集に応じており、近隣大学の学生もパソコン教室のボランティ
アとして参加しています。

Ⅱ-４-(２)　関係機関との連携が確保されている。

福祉施設・事業所として必要な社会資源を明確にし、関係機関
等との連携が適切に行われている。

施設は、区内の精神障害に関する支援機関の拠点として位置づけられており、医療機関や保健所、周辺
福祉施設、関連施設と緊密な連携を築いています。特に、困難事例の対処においては、これらの関係機
関と協力し、包括的な事業展開をおこなっています。解決後も、定期的に関係機関と連携を図り、継続
的なアフターケアをおこなっています。

Ⅱ-３-(１)　運営の透明性を確保するための取組が行われている。

運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。

運営の透明性を確保するため、毎年、管理者である港区役所が主催する「事業運営協議会」において、
前年度の事業内容を報告し、新年度の事業計画を提示しています。質疑応答や各種報告・確認を通じ
て、参加する各関係者からの承認を得ています。なお、苦情解決については、2023年度時点では苦情が
発生していませんが、今後、運営に関わる重要な苦情が発生した場合は、適切な手続きにもとづき公表
する体制を整えています。

公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われ
ている。

施設では、公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のため、各年度の予算決算は、公認会計士の監査後
に理事会で審議し、承認を得ています。また、港区が主催する運営協議会において、前年度の事業報告
と当年度の事業計画を提示し、地元町会、利用者、および利用者家族会に対して積極的な意見交換をお
こなっています。

Ⅱ-４-(１)　地域との関係が適切に確保されている。

利用者と地域との交流を広げるための取組を行っている。

利用者や地域との交流を深めるため、地元町会の春の観桜会や商店街の夏祭り、区主催のお祭りなど、
地域のイベントに積極的に参加しています。さらに、区内の掲示板や区の広報、ホームページ、各町会
からのイベント案内など、さまざまな方法で地域へ情報を発信しています。これにより、利用者や地域
住民との交流を促進する取り組みがあります。
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障害者・児福祉サービス版評価報告書②
【共通評価基準】

自己評価 第三者評価

26 ① a a

27 ② a a

Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

Ⅲ-１　利用者本位の福祉サービス

自己評価 第三者評価

28 ① a a

29 ② a a

施設では、社会福祉協議会の「車いすステーション」を開設し、地域の高齢者や障がい者に対して車い
すの貸し出しサービスを提供しています。また、地域の美化清掃活動に参加し、地域コミュニティへの
貢献に取り組んでいます。さらに、施設の１階にはAED装置を設置し、屋外事象を含む事故発生時の迅
速な協力体制を整えています。これらの取り組みを通じて、地域の福祉ニーズに応える公益的な事業・
活動が展開されています。

Ⅲ-１-(１)　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

利用者を尊重した福祉サービス提供について共通の理解をもつ
ための取組を行っている。

施設では、法人の理念である「利用者ファースト」の考え方をもとに、福祉サービス提供において利用
者を尊重する取り組みをおこなっています。安心安全な居場所の提供やプログラムの企画・運営、利用
者からの電話や面談での相談対応など、支援に関わる全ての活動において、個々の利用者を尊重する姿
勢で臨み、利用者の尊重や基本的人権への配慮に関して、定期的に組織内で勉強会や研修を実施してい
ます。

利用者のプライバシー保護に配慮した福祉サービス提供が行わ
れている。

施設では、言動や行動において個人情報保護方針を厳守し、職員は入職時に個人情報保護に関する誓約
書を提出しています。また、随時おこなわれる職場内の研修や教育を通じて、個人情報保護に対する意
識を徹底し、二重三重に個人情報保護に心がけ、福祉サービスを提供しています。利用者には、登録の
申請時にプライバシーに関わる誓約を取り決め、それにもとづいてサービスの提供をおこなっていま
す。

Ⅱ-４-(３)　地域の福祉向上のための取組を行っている。

地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われている。

施設では、地域の福祉ニーズを把握するためにさまざまな取り組みをおこなっています。センター主催
の運営協議会や事業に関する月間予定表を作成し、町会や商店会に配布することで、地域ニーズ把握に
取り組んでいます。また地域の美化清掃活動にも積極的に参加し、地域の声や要望を汲み取る基盤作り
に努めています。さらに、施設のホームページも地域のニーズに合わせて充実させるため検討を進めて
います。

地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が行われて
いる。
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障害者・児福祉サービス版評価報告書②
【共通評価基準】

自己評価 第三者評価

30 ① a a

31 ② a a

32 ③ a a

自己評価 第三者評価

33 ① a a

Ⅲ-１-(２)　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

福祉施設・事業所の変更や家庭への移行等にあたり福祉サービ
スの継続性に配慮した対応を行っている。

事業所の変更が必要な場合、相談支援を通じて利用者と連携し、施設変更に伴っても安定して過ごせる
よう努めています。また、利用者が希望する場所を一緒に訪れ、その状況に応じて相談支援員が適切な
場所を紹介する場合もあります。さらに、サービス終了後も利用者や関係機関、本人の状況に応じて継
続的なサポートをおこなっています。

利用希望者に対して福祉サービス選択に必要な情報を積極的に
提供している。

施設では、法人理念である利用者ファーストの考え方にもとづき、プログラムの参加や居場所の提供な
ど、施設内の行動選択は利用者個人の自己選択・自己決定にもとづいておこなっています。また、利用
者が質問や疑問点を持った場合には、職員が丁寧に説明し、利用者本人の同意を得るよう努めていま
す。これにより、利用者が自らのニーズや希望に応じたサービスを選択するための情報提供をおこなっ
ています。

福祉サービスの開始・変更にあたり利用者等にわかりやすく説
明している。

福祉サービスの開始や変更に関して、利用者の健康状態や心理状況などを考慮した上で、開始時期や変
更時期、改正時期などを明確に提示し、利用者に分かりやすく説明しています。そして、利用者の了承
を得た上で、サービスを実施しています。説明にあたっては、利用者や家族などが理解しやすいよう視
覚的にわかるような資料を用いて説明するなど工夫や配慮をおこなっています。

Ⅲ-１-(３)　利用者満足の向上に努めている。

利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行って
いる。

利用者の満足度向上を図るために、毎年アンケートや意向調査を実施し、その結果を集計・分析し、職
員間で共有して改善につなげています。課題が出た際には、分析と検討をおこない、それをアセスメン
トに取り入れています。また、利用者参加型のプログラム「みんなで話そう」を通じて、利用者が自由
に意見を述べる場を整備し、その内容を職員間で検討し、事業内容に反映させています。
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障害者・児福祉サービス版評価報告書②
【共通評価基準】

自己評価 第三者評価

34 ① a a

35 ② a a

36 ③ a a

自己評価 第三者評価

37 ① a a

38 ② a a

39 ③ a a

施設では、感染症の予防および発生時における利用者の安全確保のためにさまざまな取り組みをおこ
なっています。感染症予防についてマニュアルを整備し、東京都や港区から送付される各種文書を公開
し、スタッフ間での情報共有をおこなっています。さらに、施設の性質上から、予防ワクチンについて
は原則として全職員の接種を義務付けています。これにより、感染症に対する包括的なリスクマネジメ
ント体制を整備しています。

Ⅲ-１-(４)　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。

法人としての苦情処理委員会を設立し、当事者や職員からの聞き取りをおこなっています。さらに、関
係職員への周知や港区役所への報告を制度化し、問題解決に向けた体制を整えています。また、重要事
項説明書には苦情解決の手続きや担当者の連絡先などを記載し、利用者に丁寧に説明しています。さら
に、外部の機関などへも積極的に告知しています。苦情や意見が寄せられた際には、個別に対策や改善
策を迅速に伝え、問題解決に努めています。

災害時における利用者の安全確保のための取組を組織的に行っ
ている。

施設では、災害が発生した場合や発生する可能性がある場合には、区が定める「港区危機管理基本マ
ニュアル」にもとづいて対応しています。さらに、利用者の安全確保や精神の安定を図るために、独自
の「危機管理の手引き」を策定します。この手引きでは、災害時の対応についての手順や、体制の内容
を詳細に記載し、災害時における利用者の安全確保のための取り組みを組織的におこなっています。

利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、利用者等に周
知している。

施設では、利用者参加型のプログラム「みんなで話そう」を通じて、自由に意見を述べる場を提供し、
その内容を職員間で検討し事業内容に反映させています。また、利用開始時には、苦情相談窓口や機
関、連絡先について丁寧に説明し、利用者が必要なときに連絡を取りやすい環境を整えています。さら
に、各フロアの掲示板にも相談先や連絡先を掲示しており、利用者が情報を得やすいように配慮してい
ます。

利用者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応して
いる。

施設では、フリースペースに意見箱を設置し、利用者からの意見や要望が寄せられた際には、迅速かつ
組織的に対応しています。収集された意見や要望について各事業ライン内で検討し、課題に対する解決
案や答弁案に関する協議をおこない、適切な対応を実施しています。また、他の部署にわたるような大
きな課題に関しては、随時センター長や主要職員と連携し、協議を重ねながら対応しています。

Ⅲ-１-(５)　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメ
ント体制が構築されている。

施設では、区役所と福祉避難所に関する研究会を定期的におこなっています。この研究会では、災害時
の対応に関する計画である「BCP（事業継続計画）」や「災害対応マニュアル」の策定、訓練、知識の
習得をおこなっています。また、計画やマニュアルの内容について、毎月検証や意見交換をおこなって
います。これらの取り組みにより、異常事態が発生した場合でも、安心で安全な福祉サービスの提供を
目指したリスクマネジメント体制を構築しています。

感染症の予防や発生時における利用者の安全確保のための体制
を整備し、取組を行っている。
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障害者・児福祉サービス版評価報告書②
【共通評価基準】

Ⅲ-２　福祉サービスの質の確保

自己評価 第三者評価

40 ① a a

41 ② a a

自己評価 第三者評価

42 ① a a

43 ② a a

自己評価 第三者評価

44 ① a a

45 ② a a

施設では、個人情報保護に関する研修を全職員対象に実施し、利用者に関する記録一式については、最
大限の個人情報保護に留意しています。施錠付きの書庫の使用や、電子記録にはパスワードを設定する
などアクセス制限をかけ、利用者に関する記録の管理体制が確立しています。

標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立してい
る。

提供する福祉サービスの標準的な実施方法は、港区が策定した「手順書」にもとづいています。手順書
が更新されると、それに従って新しい実施方法にもとづいて福祉サービスを提供しています。また毎週
の主任会議では、標準的な実施方法の見直しが議題として取り上げられ、必要に応じて計画の変更やア
セスメントに反映するように取り組んでいます。

Ⅲ-２-(２)　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

アセスメントにもとづく個別支援計画を適切に策定している。

アセスメントにもとづく個別支援計画策定時には、一定の手法を基盤にし、職員間で共有しながら実施
しています。個別支援計画は、利用者の個々の要望やニーズを明確に把握し、彼らとの同意のもとに策
定されています。また、支援が困難なケースには関係機関と綿密に連携し、的確かつ迅速に対応してい
ます。

定期的に個別支援計画の評価・見直しを行っている。

個別支援計画においては、定期的にモニタリングをおこない、利用者の状況やニーズの変化に柔軟かつ
適切に対応し、計画の評価・見直しを実施しています。また個別支援計画の見直しに伴う変更点は、主
任会や毎日のミーティングで職員全体に共有し、施設内の円滑な連携と利用者への適切な支援を図って
います。

Ⅲ-２-(３)　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

利用者に関する福祉サービス実施状況の記録が適切に行われ、
職員間で共有化さている。

利用者に関する福祉サービス実施状況の記録は、パソコンのネットワークシステムに支援記録を入力
し、常に職員間で情報を共有できるシステムが構築されています。このシステムにより、職員は毎日の
ミーティングや主任会などで適宜情報を共有しています。さらに、利用者ごとに必要に応じて都度共有
し、その際には利用者の状況に合わせて共有方法や配慮のポイントを伝え、部署全体で共通認識が持て
るようにしています。

利用者に関する記録の管理体制が確立している。

Ⅲ-２-(１)提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

提供する福祉サービスについて標準的な実施方法が文書化され
福祉サービスが提供されている。

提供する福祉サービスについては、港区が策定した「手順書」を活用し、標準化を図っています。ま
た、利用者の尊重やプライバシー保護に関しては、別途マニュアルやチェックシートを活用し、福祉
サービスが標準的な実施方法にもとづいて提供されているかどうかを確認するための仕組みを整備して
います。
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Ａ-１　利用者の尊重と権利擁護

自己評価 第三者評価

Ａ① ① a a

自己評価 第三者評価

Ａ② ① a a

Ａ-２　生活支援

自己評価 第三者評価

Ａ③ ① a a

Ａ④ ② a a

Ａ⑤ ③ a a

Ａ⑥ ④ a a

Ａ⑦ ⑤ a a

希望をする利用者に対しては、個別支援計画を策定し、これをもとにして職員間で情報を共有し、支援
を実施しています。利用者本人と共に、施設が提供するプログラム活動や社会資源などをどのように利
用したいか、今後、自身がどのようしていきたいかなどの課題を整理しています。社会資源の使い方を
一緒に考え、提供した情報を使えるようにするなど、利用者が希望する生活を実現するための支援をお
こなっています。計画は6か月ごとに到達目標の達成度合いを確認し、必要に応じて見直しをおこなっ
ています。

利用者の障害の状況に応じた適切な支援を行っている。

精神疾患・障害に関する研修会などへ積極的に参加し、取得した知識や学びを職員間で共有して、専門
性の向上を常に図っています。利用者個々の支援においては、活動の進捗や相談内容などを簡潔に記録
し、職員間で共有しています。利用者の個別性を尊重し、背景を確認しながら話を丁寧に聴き、つなが
りのある支援に取り組んでいます。

会話での意思疎通が難しい場合は、利用者の障がいの特性に応じたコミュニケーション方法を検討し、
紙面に箇条書きで記述して視覚的に伝達するなどの工夫をおこなっています。また、理解啓発を目的と
した研修会では、区の手話通訳者を依頼しており、言語聴覚障害者等に対する伝達手段の確保に積極的
に取り組んでいます。

利用者の意思を尊重する支援としての相談等を適切に行ってい
る。

利用者からの相談希望時は、適切なタイミングで機を逸せず対応できるよう努め、環境を整えていま
す。利用者と1対1の関係ではなく、チームで支援に取り組むことを大切にしています。相談内容により
対応が難しい場合は、職員ミーティングなどで情報を丁寧に共有し、複数の職員で検討・協議の上で適
切に対応しています。

個別支援計画にもとづく日中活動と利用支援等を行っている。

利用者の心身の状況に応じたコミュニケーション手段の確保と
必要な支援を行っている。

障害者・児福祉サービス版評価報告書③
【内容評価基準】

Ａ-１-（１）　自己決定の尊重

利用者の自己決定を尊重した個別支援と取組を行っている。

職員は、利用者に対して指導や管理、教育的な姿勢ではなく、主体性を重視し自主性が発揮できるよ
う、受容と共感的態度を心がけ傾聴に努めて支援をおこなっています。施設利用に関するルールについ
ては、利用者同士が心地よい場を共有できるように、月に1回「みんなで話そう」という利用者自由参
加の意見交換の場を設けています。施設をより良くするためにどのように協力し合えるか、地域での生
活向上のために何が必要かなどについて話し合い、確認し合い、理解できるようにしています。施設利
用に関するルールや「みんなで話そう」の議事録をホワイトボードに掲示をし、利用者全体に周知して
います。

Ａ-１-（２）　権利擁護

利用者の権利擁護に関する取組が徹底されている。

定期的に全職員を対象に権利擁護・虐待防止研修を実施しています。年1回、人権チェックシートの実
施と虐待防止委員会を開催し、支援における利用者の基本的人権の尊重の重要性について共有して理解
を深めています。支援の中で課題が生じた時は、速やかに協議の場をもち検討し対応しています。

Ａ-２-（１）　支援の基本

利用者の自律・自立生活のための支援を行っている。

日常生活相談の中では個別性を重視し、それぞれのニーズを汲み取りアセスメントを丁寧におこなった
うえで、必要なサポート、障害福祉サービスなどの情報提供、利用支援につなげています。
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障害者・児福祉サービス版評価報告書③
【内容評価基準】

自己評価 第三者評価

Ａ⑧ ① a a

自己評価 第三者評価

Ａ⑨ ① a a

自己評価 第三者評価

Ａ⑩ ① a a

自己評価 第三者評価

Ａ⑪ ① a a

Ａ⑫ ②

自己評価 第三者評価

Ａ⑬ ① a a

非該当

Ａ-２-（６）　社会参加、学習支援

Ａ-２-（２）　日常的な生活支援

個別支援計画にもとづく日常的な生活支援を行っている。

飲食に関するプログラム提供において、利用者の希望及び季節に応じた旬の食材や恵方巻などの行事食
を取り入れた献立を検討するなど、日常生活に則した支援を心がけ実施しています。施設内の入浴設備
は、バリアフリーかつ手すりが備えられ、希望する利用者が安全に利用できるように体制を整えていま
す。

Ａ-２-（４）　機能訓練・生活訓練

Ａ-２-（３）　生活環境

利用者の快適性と安心・安全に配慮した生活環境が確保されて
いる。

利用者が活動する場の安全・安心が確保できるよう常時職員が見守りをおこなっています。施設の衛生
面については、年3回館内定期清掃を実施しています。また各種点検作業を定期的に実施し、不備不具
合があれば速やかに対応していています。日常の清掃作業は事業所に委託し、整理整頓と共に環境の清
潔さを維持しています。食堂兼談話室にはベンチやベットとして活用できる畳家具を設置し、ゆっくり
できる環境を提供しています。また、衝立を用意し、利用者が一人の空間で過ごすこともできるように
しています。

利用者の心身の状況に応じた機能訓練・生活訓練を行ってい
る。

プログラムへの参加を通じて、利用者が興味・関心を持ち、得意な事を伸ばし、課題に主体的に取り組
めるような支援を提供しています。生活体験プログラムでは、週3日、3か月を1クールとして、調理、
金銭管理、人付き合い、元気回復行動プラン、ストレッチなど、「衣・食・住」を中心に、基本的な生
活習慣を身につけながら、社会復帰に向けた支援をおこなっています。興味や関心を持ち、利用者が楽
しいと思えることを提供しています。プログラムは個別支援計画に基づき、本人が課題とするポイント
について内容を柔軟に工夫し、検討しながら対応しています。

Ａ-２-（５）　健康管理・医療的な支援

利用者の健康状態の把握と体調変化時の迅速な対応等を適切に
行っている。

来館した利用者および電話相談の際の様子を常に観察し、心身の健康状態を把握するよう努めていま
す。状況に応じて、担当保健師などと連携し情報を共有しています。実施プログラムに、医療従事者に
よる健康相談や精神科医相談を実施し、利用者が自主的に相談できる環境を整えつつ、担当職員と振り
返りをおこない、状況を把握し適切な対応につなげています。また、利用者の急な体調の変化や災害な
どに備え、消防訓練、AED講習、嘔吐処理の手順確認など研修を実施し、緊急時に適切な対応ができる
ようにしています。

医療的な支援が適切な手順と安全管理体制のもとに提供されて
いる。

利用者の希望と意向を尊重した社会参加や学習のための支援を
行っている。

地域で開催されるイベントなどに参加して、地域交流に積極的に取り組み、利用者に社会参加の機会を
創出しています。利用者に社会参加の機会を提供する中で、本人の希望や意向を尊重しながら自己肯定
感、自己効力感を抱いて活動できる支援をおこなっています。区民祭りや近隣の商店の祭りにブースを
設けて出店し、こどもを対象にした玩具の販売やこどもが親しみやすいくじ引きなどのゲームを企画し
ています。

12/14



障害者・児福祉サービス版評価報告書③
【内容評価基準】

自己評価 第三者評価

Ａ⑭ ① a a

自己評価 第三者評価

Ａ⑮ ① a a

Ａ-３　発達支援

自己評価 第三者評価

Ａ⑯ ①

Ａ-４　就労支援

自己評価 第三者評価

Ａ⑰ ① a a

Ａ⑱ ②

Ａ⑲ ③

非該当

非該当

Ａ-４-（１）　就労支援

利用者の働く力や可能性を尊重した就労支援を行っている。

利用者に応じて適切な仕事内容等となるような取組と配慮を
行っている。

利用者の就労に関連する悩みや課題に対する相談において、課題の整理や本人の可能性の発見、意欲の
向上、日常生活を整えるための支援をおこなっています。就労支援機関が連携する事業所連絡会に参加
し、現状を把握や利用者の状況を発信するなど、連携と協力をおこない、利用者の就労の支援に活かせ
るようにしています。

年に2回の家族懇談会を開催し、利用者に関する生活状況や困りごと、ストレングス（本人の強み・
持っている力）などの共有をしています。精神科医を招き適切な対応を学ぶ機会を設けるなど、日常生
活に活かすための支援をおこなっています。定期的に保健所で開催される家族会にも出向き、家族の
ニーズや状況などを把握し、事業内容への反映に努めています。また、プログラムやイベントなどにボ
ランティア参加する家族と積極的に交流し、活動を通して関係性を築き、相談がしやすい環境を整える
ことにも力を入れています。

Ａ-３-（１）　発達支援

子どもの障害の状況や発達過程等に応じた発達支援を行ってい
る。

非該当

職場開拓と就職活動の支援、定着支援等の取組や工夫を行って
いる。

Ａ-２-（８）　家族等との連携・交流と家族支援

利用者の家族等との連携・交流と家族支援を行っている。

Ａ-２-（７）　地域生活への移行と地域生活の支援

利用者の希望と意向を尊重した地域生活への移行や地域生活の
ための支援を行っている。

地域生活の課題について、本人の意思や希望を尊重しながら、伴走型の支援を心がけています。生活体
験プログラム事業では、生活スキルに関する学習体験の機会を提供し、衣食住に関連する事項や良好な
コミュニケーションなど、社会生活力を向上させ、地域生活への意欲を喚起する支援をおこなっていま
す。グループワークで一週間の出来事を利用者同士で話し合い、共感し合うなど自己回復する力をつけ
ていき、利用者が自分らしくあり続けられるようにサポートしています。
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NO.

タイトル

内容

タイトル

内容

NO.

タイトル

1 内容

タイトル

内容

2

日々のミーティングや主任会で、意見集約やチーム全体で情報共有を密におこな
い、利用者への最適な福祉サービスを提供しています

日々の職員ミーティングや毎週の主任会で、利用者個々に対する福祉サービスに関
する情報を共有し、さまざまな意見を集約し、福祉サービスの向上を図っています。
支援計画の策定においても、定期的なモニタリングを行い、利用者の状況やニーズ
に柔軟かつ適切に対応し、計画の評価・見直しを実施しています。変更点は毎日の
ミーティングで職員全体に共有し、利用者への適切な支援を図っています。利用者
に応じた内容や方法を配慮しながら共有し、チーム全体で情報共有を密にし、利用
者に関わる意識を高めています。

利用者の個別性を尊重し、利用者にとって居心地の良い場所となるように努めてい
ます

利用者の意向を汲み取り、利用者の良いところを引き出し、できるだけ希望を実現で
きるようなサポートを提供しています。また、別の部屋や空間、ホールの貸し出しもお
こない、利用者が心地よく過ごせるようにしています。月に1回、利用者たちが意見交
換する場を設けているほか、気軽に意見や提案をしやすいように意見箱を設置する
など、施設が居心地の良い場所となるように、利用者が主体的にみんなで協力し合
える環境を整備しています。また、生活体験プログラム事業に取り組み、利用者が自
分らしくあり続けられるようにサポートしています。

さらなる改善が望まれる点

利用者に理解しやすい伝え方で理解の促進を図り、より利用者に寄り添った支援に
期待します

職員は、利用者の話を丁寧に聴く姿勢を持ち、利用者アンケートや意見箱、日々の
会話などを通じて、利用者に寄り添った支援をおこなっています。また、利用者に合
わせた声掛けや支援に努めています。今後は、利用者への説明や案内を分かりや
すく工夫し、多様な利用者のニーズを汲み取ることで、利用者に寄り添った支援をよ
り充実することに期待します。

多様なニーズに対応出来る組織体制に向け、さらなる情報共有の強化に期待します

施設では、日々のミーティングや毎週の主任会を通じて、さまざまな立場のスタッフ
が顔を合わせ、意見や情報を共有しています。また、計画や情報などはネットワーク
システムを導入し、全ての職員がアクセスして確認ができる環境を整備しています。
施設は、利用者の意見や要望が多様化する中で、個々に寄り添った対応に努めて
います。利用者が増加傾向にあることを踏まえて、利用者の意見や要望に適切な対
応をするために、職員同士の報連相を今まで以上におこない、柔軟に対応できる組
織作りに期待します。

障害者・児福祉サービス版評価報告書③
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1

2

特に良いと思う点
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